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1は じ め1こ

(1)わ カミ国に多数存在 している個人企業をそのまま株式会社組織にした よ

うな小規模会社においては,商 法上3名 以上の取締役が要求されていることか

ら員数をそろえるために,あ るいは社会的信用の厚い者の地位ないし名声を利

用 して対外的信用を得るために,単 に名義だけ借 りていて,会社の経営,業 務執

行には一切関与 しない取締役を置いていることが少な くない1)。さらに,小 規

模会社においては,株主総会,取 締役会の招集 ・開催の手続を定めている商法の

諸規定は,あ ま り必要性の感 じられない ものとして遵守に金と時間を費そ うと

せず,こ れらを全 く開催 しないか,随 時に行われ る株主や取締役の相談で決議

があったとして,議 事録,登 記などの体裁だけを整えている例が少なくな く2),
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1)こ のよ うな取締 役の存在につき,な お,西 山 「株式会社判例 分析(4)」r武蔵大学論集』

14巻6号82頁 以下,戸 塚 「名 目的代表取締役 の対第三者責任(1)」『民事研修』101号

12-13頁 参照。

2)小 規模会社に.おいては株主総会 ・取締役会を開催 しない例が少 な くないこ と に つ い

て,な お,会 社 規模研究会 「小規模株式会社の 法的実態(2)」 『神戸法学雑誌 』14巻

1号127頁 以下,50表 ・52表 ・55表,商 法改正研究会 「会社法運用 の実態 とそ の分

析一非公開会社編」『商事法務』606号6頁 以下,第8表 ・第13表 参照。
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したがって,会 社(実 質的経営者)か ら懇請 されるままに就任に応 じたにすぎ

ない取締役のなかには,正 規の選任手続にもとつかない単なる登記簿上の取締

役 も存在 している。

他方,こ のような小規模会社は一般に財産的基礎が脆弱なので,か かる会社

と取引する者には,本 来は会社財産 とされるべぎ信頼の基礎が取締役個人の資

力や名声にも置かれている。そして,資 力に乏 しく倒産状態に立ちいたること

が多い小規模会社に請求権を有す る第三者が,会 社の無資力により満足を得ら

れな忌・ことになると,取 締役の個人財産から回収をはかるために,現 実に会社

の経営を担当 していた取締役にとどまらず,前 記のいわゆる名 目的取締役に対

して も責任を追及す る例が一般化 し,訴 訟実務を賑 しているところである。

(2)か かる場合,商 法266条 ノ3に もとつ く賠償請求が,そ の法的手段の

中心 とな っていることは周知のとお りであ り,裁 判所は,一 部下級審のものを

除き,第 三者に損害をもたらす違法な職務行為に直接関与していない名目的取

締役にも,他 の取締役などの職務違反行為を防止す るためにそれ ら他の老を監

視 ・監督す る義務を怠 ったことを理由に,同 条による責任を認めている3)。 し

か し,名 目的取締役の うち,単 なる登記簿上の取締役について暗,本 来は266

条 ノ3に い う取締役にあたらない者であるから,そ もそも,同 条によって第三

者に対する責任を課す ことができるのか,と い う疑問が生ずる。 これに対 し,

裁判所は,不 実事項の登記に関す る商法14条 を媒介 とす ることにより解決を

はか ってお り,学 説の多 くも,か かる理論構成を支持 してい る。そこで,本 稿

では,正 規の選任手続を欠 く登記簿上の 取締役に責任を課す うえでの 商法14

条適用上の問題について検討してみたい。

II登 記 簿 上 の 取 締 役 と登 記 当 事 者

(1)商 法 所 定 の 選 任 決 議 を 欠 い て い る 単 な る登 記 簿 上 の 取 締 役 は,商 法 上

3)名 目的取締役 とのかかわ りでの266条 ノ3第1項 適用上の問題お よびそれをめ ぐるこ

れ までの判例 に つ い て は,青 竹 『小規模 閉鎖会社の法規整』(昭 和54年)411頁 以

下,同 「最近の判例にみる名 目的取締役の 対第三者責任」 『民商法雑誌』82巻3号

309頁 以下を参照 されたい。
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これを取締役とい うことはできず,し たがって,こ のような取締役に対 しては

266条 ノ3に 規定する責任を課すことはできないことに,論 理的にはな りそ う

である。 しか し,昭 和47年6月15日 の最高裁判決(民 集26巻5号984頁)

は,周 知のように,会 社の経営全般を掌理 していたAの 放漫経営につき,A

から名 目上代表取締役た就任するよう要請 されて承諾 し,創 立総会,株 主総会

・取締役会の選任決議はなかったが,取 締役および代表取締役の就任 ・再任登

記がなされていたYの 責任が問われた事案で,商 法14条 を媒介として,266

条 ノ3の 責任を認めてい る。

(2)故 意または過失によって不実の事項を登記 した者はその事項が不 実 で

あることを もって善意の第三老に対抗できない,と 定める商法14条 は,一 般

に,英 米法における表示による禁反言の法理ない しドイツ学者のいわゆ る外観

法理にもとづき,登 記を信頼した第三老を保護す るために設けられた ものとみ

られているが4),登 記簿上の取締役その者が不実登記の効果を受けるのであろ

うか。

商業登記は原則 として当事者の申請により登記官が商業登記簿に登記す るこ

とによって行われ るから(商 法9条 ・15条,商 業登記法14条),商 法14条 に

いう 「不実 ノ事項 ヲ登記 シタル者」は,当 事者たる当該登記の申請権者(申 請

義務者)を 指す,と い うのが原則であろう5)。そして,会 社の登記については

4)西 原 『日本商法論1巻 』(昭 和18年)393頁,大 隅 『商法総則(新 版)』、(昭和53年)

283頁,田 中(誠)『 全訂商 法総則詳論』(昭 和51年)445頁,服 部 『商法総則(2版)』

(昭和50年)487頁,鴻 『商法総則(増 補版)』(昭 和57年)223頁 な ど。ただ し,商

法14条 が商業登記に公信力を認めた規定 と解 しうるかど うかについては学説上 争 い

がある(こ の点につき,服 部 ・前掲書487-489頁 参照)。 なお,14条 は昭和13年 の商

法改正によ り新設され た規定 であ るが,学 説では,そ れ以前に も外観保護の一般法理

に よ り14条 と同様の効力を認 めるものがみ られていた(竹 田 『商法総則』(昭和7年)

201頁)。 また,1969年 の改正 まで不実登記 に関する規定を欠いていた西 ドイツ に お

いて も,慣習法的に同様 の効力が認め られていたが(vgL,Gierke・Sandrock,肋%4θ ♂5

%"4既7'5功 げ'57θo加,BdI,9Aufl.1975,S.156),現 行法(HGB§15111)で は,

不実の公告を信頼 した 第三者を保護す る規定が設け られてい る(こ の規定 に つ い て

は,渋 谷(光)「 商業登記制度 の発展」『豊崎先生追悼論集 ・無体財産 法 と商事法の諸

問題阻(昭和56年)68Q頁 参照)。

5)学 説が商法14条 の原則的 適用の問題について,「 その登記が当事者(登 記 申請老)の

故意 ・過失に基づ くことを 要する」(服 部 ・前掲書488頁)と か,「 商法14条 は,ほ

ん らいは,登 記当事者 に故意 または過失があ った場合 に限 って,適 用が ある」(鴻 ・前
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会社 自身が 申請義務老であるか ら6),取締役の就任 ・変更 登記(商 法188条2

項7号 ・8号 ・同3項 ・67条)に ついても,当 該会社が当事者として登記申請

をなすべ き者であ り,登 記にあたって具体的には,申 請時の代表取締役その他

の会社代表者が会社を代表 して申請することになる7)。したがって,同 条 に よ

り不実の登記である旨の対抗を制限され る者は会社のみを指し,会 社のみが取

締役でないことを善意の第三老に対抗 しえない者ではないか,と 考えられるか

らである。

(3)と ころが,前 記の昭和47年 最高裁判決は,「 同条にい うr不 実 ノ事項

ヲ登記 シタル者』 とは,当 該登記を申請した商人(登 記申請権老)を さす もの

と解すべ きことは論 旨のい うとお りであるが,そ の不実 の登記事項が株式会社

の取締役への就任であ り,か つ,そ の就任の登記につき取締役とされた本人が

承諾を与えたのであれば,同 人 もまた不実の登記の出現に加功したもの とい う

べ く,し たがって,同 人に対する関係において も,当 該事項の登記を申請 した

商人に対する関係におけると同様,善 意の第三老を保護する必要があるか ら,

同条の規定を類推適用して,取 締役として就任の登記をされた当該本人 も,同

人に故意または過失があるかぎ り,当 該登記事項の不実なことをもって善意の

第三者に対抗することができないもの と解するのを相当とする。」 と判示 し,

不実登記出現に 加功 した者にも商法14条 が類推適用され,自 己が取締役でな

いことを善意の第三老に対抗できない とす る。

なお,原 審判決(東 京高判昭和44・2。28下 級民集20巻1=2号104頁)は,

自己に関す る登記をなす ことに承諾を与えて登記義務者の登記行為に加功 した

者については,そ の登記につき登記義務者 と同様の責任を負担せ しめるのが妥

当であ り,不 実登記に加功 した者は商法14条 にい う 「不実 ノ事項 ヲ登記シタ

掲書223頁)な どと説明されているのは,か か る趣 旨と思われ る。 また判例において

も,.た とえぽ,最 判昭和43・10・17民 集22巻10号2206頁 は,「 商法14条 に よ り,

その登記を した商人は,そ の登記の不実 なる.ことを もって善意の第三者 に対抗 しえな
い」 と判示 している。

6)川 又 『注釈会社法(2)』(昭 和42年)227頁 。

7)法 務省民事局通達昭和39年3月28目 民 事 甲837号,味 村 『詳 解 商業 登 記(第 三

版)』(昭 和53年)345頁 。 なお,設 立登記 につ いては,会 社を代表すべ ぎ者の申請

に よる旨が商業登記法に規定 されている(同 法92条 ・55条1項)。
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ル者」 のなかに含 まれると解 して差支えない,と まで拡張 し,こ れと同旨の下

級審判例もみられる8)。 しか し,登 記簿上の取締役に不実登記の効果を 認め る

最近の下級審判例の多 くは,前 記最高裁判決を踏襲し,同 条の類推適用を認め

るにとどまる9㌔

このように,判 例は,限 定的ではあるが,登 記申請権者(申 請義務老)以 外

の者であっても商法14条 が適用される場合があることを認めることに より,

登記簿上の取締役に不実登記の効果を及ぼ している。 これに対 して,学 説にお

いては,不 実登記の効果を受けるのは申請義務者である会社であることを理由

に,取 締役の就任登記の存在を責任の根拠 とす ることに反対す る見解がすでに

みられていたlo)。 また,申 請義務者以外の者に14条 を拡張または類推 して適

用す ることに対 して,後 述の第三者の善意についての通説的理解から,同 条を

登記制度に対する公信保護のために登記簿上の表示者に広範な責任を負わせて
,

いるものと解 して,同 条はむ しろ限定的に解釈すべきであ り,不 実登記の効果

を受ける老は同条の適用を予定 した老,す なわち登記義務者(会 社)に 限 るべ

きである,と の反論 もなされている11)。しかし,少 な くとも,昭 和47年 最高

裁判決のように不実登記の出現に加功 した者に14条 の類推適用を認 めること

は,多 くの学説の支持す るところである。自己について不実の登記が存する者

,とその登記を信頼 した者 との利益衡量によって導かれた当然の結論にほかなら

ない12),登 記を真実であると信頼した老 との利益衡量のうえか らは,登 記の出

現に積極的に協力した者 も善意の第三老に対する関係においては,当 事者 と同

様の取扱を受けて然るべ きである13),そ のように解することが同条の基本原理

8)東 京地判昭和46・3・24判 時642号63頁 。

9)前 橋地 高崎支判昭和49・12・26判 時780号96頁,大 阪高判 昭和53・11・29金 融 ・

商事判例568号22頁,後 掲 ・浦和地 判昭和55・3・25,大 阪高判昭和56・7・9判 夕

455号150頁 。なお,農 業協同組合の登記簿上の理事 が責任を闇われた事案につき,

広 島高松江支判昭和48・3・16判 時703号47頁 。

10)塩 田=吉 川 『総合判例研究叢書商法(11)』(昭 和43年)10頁 。

11)今 弁(潔)「 判批」『商事法務』619号18頁 。

12)大 隅 『私 と商事判例』(昭 和51年)229頁 。

13)柳 川 『最高裁判所判例解説民事篇 昭和47年 度』105-106頁,長 浜 『株主権の法理』(昭

和55年)270頁,米 津 「判批」 『民商法雑誌』68巻2号338頁 。 同旨,加 美 『昭和47

年 度重要判例 解説』72頁,戸 塚 「判批」『法律時報』45巻11号155頁,布 村 「判批」
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である禁反言則ないし外観法理に沿 うものである14),な どを理由とす る15)。

商法14条 が禁反言則ない し外観法理にもとつ くものであると解される以一ヒ,

登記簿上に表示をな した老にその表示にもとつ く不利益な効果を帰せ しめ るべ

きことはいわぽ当然といえる。 しかし,そ れには,そ の者が当該登記の当事者

であることが前提 とされ よう。 このことは,登 記の当事者 と無関係の第三者が.

なした不実登記につ き,そ の第三者自身が不実登記の効果を受けることにはな

らない ことか らも明らかである。判例 ・学説は登記の出現に加功した老につい

ては例外的に扱い うると解するが,加功 ・協力した老は,後 述のように,自 ら不

実の登記をな した者 と同視 しうることを意味す るにすぎず,そ の者を登記当事

老 と同視 しうることを意味するものではない16)。したがって,登 記当事老以外

.の者への14条 の類推適用を認めるとすれば,む しろ,そ の者が当該登記事項

の当事者 と密接な関係にある老か どうか,当 該登記を申請 しうるないし申請す

べ き者に準ず る地位にある者かどうか,が 問題とされるべきである。 したがっ

て,株 式会社の取締役の就任 ・変更登記については会社が当事老であ り,具 体

的には会社代表者が申請す ることになるか ら,か かる申請権限を有 しない代表

取締役以外の取締役については,そ もそも同条の適用の余地はないのではなか

ろ うか17)。また,代 表取締役についても,単 なる登記簿上の者は法律上 これを

代表取締役 とい うことはできないので,同 条の適用は一般的に疑問 となろ う。

『法律のひろば』25巻12号60頁,木 内 『昭和55年 度重要判例解説』102頁 。

14)柳 川 ・前掲105頁,加 美 ・前掲72頁,布 村 ・前掲60頁 。

15)不 実登記 の出現に加功 した者への類推適用を肯定す る ものとして,そ の他,田 中 ・前

掲書447頁,鴻 ・前掲書224頁,味 村 「不実登記に加功 した取締役の責任」『民事研

修』250号106頁 以下,江 頭 「判批」『法学協会 雑誌』90巻10号1346頁 な どが ある。

なお,服 部 ・前掲書488頁 注1は,14条 の直 接適用を認めている。

16)自 己 のために不実の登記がなされていることを知 りなが らその更正 ・抹 消を怠 った者

に商法14条 を類推適用 できることも理 由に 判例を支持す る 見解(長 浜 ・前掲書270

頁,加 美 ・前 掲72頁,戸 塚 ・前掲155頁,布 村 ・前掲60頁,栂 「判批」『法学研究』

45巻5号72頁)は,こ の点か ら疑問であ る。

17)判 例は登記 簿上の取締役が代表権 のある取締役 であるか ど うかを区別 していない(代

表取締 役とされて いない者につ き14条 の類推適用を認めた ものとして,前 掲 ・前 橋

地高崎支判 昭和49・12・26,前 掲 ・大 阪高判昭和53・11・29,後 掲 ・浦和地判昭和

55・3・25)。
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III加 功 ・放 置 と不実 登記

(1)』 ところで,不 実の登記が当事者の故意または過失にもとつかない場合,

た とえば登記官の錯誤,第 三者の虚偽の申請による場合には,商 法14条 の適

用がないことは異論のないところであるがエ8),不実の登記事項を自ら申請した

場合でな くても,自 己のために不実の登記が存す ることを知 りながら,そ の更

正または抹消を怠って放置していた場合には,同 条が適用または類推適用され

るとするのが通説である19)。第三者保護の見地か らはもとよ り当事老の立場か

らみても,不 実の登記申請が積極的である場合 と消極的である場合 とをとくに

区別すべ きではない,と い うことを理由とする20)。なお,第 三者の不実登記に

加功 ・協力していた場合には,よ り適用が肯定され2D,ま た,不 実登記を放置

していた ということには,過 失で知らずに放置していた場合も含む,と す るこ

とにも肯定的である22)。.

判例においても,す でに下級審では,無 権限者に よってなされた不実登記の

存在を知 りながら放置 していた場合は もとよ り,登 記申請権者がこれと同視す

べき程度の重大な過失で知 らずに 放置 していた場合 も,商 法14条 の適用範囲

に属する23),14条 の 「故意又ハ過失 二因 リ不実 ノ事項 ヲ登記シタル者」には,

故意 ・過失により虚偽の事実を自ら登記 した者だけではな く,現 になされてい

る虚偽の登記を是正する措置をとるべ き者がその者の帰すべぎ事由によりこれ

を怠 りそのまま放置していた場合 も含むと解すべきである24),と して 会 社 は

登記が不実である旨を善意の第三者に対抗 しえない とするもの がみ られ てい

た25)。また,周 知のように,昭 和55年9月11日 の最高裁判決(民 集34巻5号

18)大 隅 ・前 掲 書284頁,鴻 ・前 掲 書223頁 な ど。 また,第 三 者 の 虚偽 の 申請 に14条 の

適 用が な い こ とにつ き,東 京 地判 昭 和39・10・29判 夕170号238頁,東 京 高 判 昭 和

40・9・22東 京 高民 時 報16巻9=10号185頁 。

19)大 隅 ・前 掲 書284頁,田 中 ・前掲 書446頁,服 部 ・前 掲 書488頁,鴻 ・前掲 書224頁 。

20)大 隅 ・前 掲 書284頁,鴻 ・前 掲 書224頁 。

21)木 内 ・前掲103頁 。

22)田 申 ・前 掲 書447頁,鴻 ・前 掲 書224頁 。

23)東 京 地 判 昭 和31・9・10下 級民 集7巻9号2445頁 。

24)東 京 高 判 昭 和41・5・10下 級 民 集17巻5=6号395頁 。

25)も っ と も,東 京 高 決昭 和49・4・9金 融 ・商事 判例422号2頁 は,是 正 措 置 を とるべ
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717頁)も,代 表取締役に選任 された事実のない単なる取締役の申請による代

表取締役就任の登記につき,会 社に14条 が適用されるか どうかが 問題 となっ

た事案で,「 同条が適用されるためには,原 則として,右 登記自体が当該登記

の申請権者の申請に基づいてされたものであることを必要とし,そ うでない場

合には,登 記申請権者がみずか ら登記申請をしないまでもなんらかの形で当該

登記の実現に加功 し,又 は当該不実登記の存在が判明しているのにその是正措

置を とることな くこれを放置するなど,右 登記を登記申請権者の申請に基づ く

登記 と同視す るのを相当とするような特段の事情のない限 り,… …」 と,申 請

権老が不実登記に加功 した り,そ れを放置 している場合にも適用 され うる旨を

判示 している26)。

(2)登 記の当事者が第三者のなした不実登記に加功 ・協力していた場 合 に

は,自 ら不実の登記をしたことと同視 しうるであろ う。 また,現 になされてい

る不実登記につ き,こ れを是正 しうるまたは是正すべき登記当事者がそのまま

放置していた場合も,放 置(更 正 ・抹消の慨怠)の 時点からは加功の場合 とそ
コ 　 　 　 　 の の

れ程差異はな▽・27)。そ こで,登 記簿上の取締役を登記の当事者またはこれに準
コ 　 　

ず る者 と扱 う こ とが で き るな らぽ,そ の者 が 自 ら登 記 申請 して い な くて も,商

法14条 を 適 用 す る こ とが 考 え られ る。 そ して,取 締 役 の就 任 ・変 更 登 記 を な

す こ とに 承 諾 を 与 え て い た 場 合 は 当 然 と して,取 締 役 に就 任 す る こ とを承 諾 し

て い た 場 合 も,取 締 役 の就 任 ・変 更 登 記 の手 続 と し て,そ の 申 請 書 に は,当 該

取 締 役 の 就 任 承 諾 書 を 添 付 しな け れ ぽ な らな いか ら(商 業 登 記 法80条8号.・

81条1項),原 則 と し て 登 記 の 出現 に積 極 的 に 協 力 した と い え る で あ ろ う28)。

した が って,こ の よ うな 場 合 に14条 を 適 用 す る こ とに は あ ま り 問 題 が な く,

登 記 簿 上 の 取 締 役 に 不 実 登 記 の効 果 を認 め る判 例 も,前 述 の 昭和47年 最 高 裁

き義務 のある者であ っても不実登記の存在を知 らなかった ときは適用され ない として

いる。

26)た だし結論的には,原 審 は特段の事 情を認定することな く14条 を適用して 会社 に責

任 を認めた ものである として,破 棄差戻 している。

27)'同 旨,木 内 ・前掲103頁 。

28)こ の点につ き,な お,柳 川 ・前掲書108頁 注(6)。

、



登記簿上の取締役の対第三者責任 149

判決をは じめ多 くはこのような事情がある場合に関す る29)。

(3)取 締役就任の登記または取締役の就任について承諾 していなかった 場

合はどうか。 こめ点につき,社 外重役 として名 目的に就任 している取締役 も取

締役会の非上程事項に及ぶ一般的監視義務を負 うことを認めたこと で知 られ

る,昭和55年3月18日 の最高裁判決(判 時971号101頁)は,責 任を問われた

.YヂY2の うち,Y1に っいては,取 締役を辞任 していたにもかかわ らず,代 表

取締役AがYlに 無断で再任の登記をしたことを認定 して,Y1の 取締役就任

の登記はAに おいて無断でなしたもので,Y1の 意思にもとつかないものであ

ったか ら,不 実の登記がなされた ことにつ き何ら加功す ることもなく,故 意 も

過失 もなかった として 責任を否定した原審判決(大 阪高判 昭和52・12・28金

融 ・商事判例602号6頁),を 正当として是認 してヤ・る。 下級審判例では,東

京地判昭和50・10・24(判 時814号147頁)は,設 立時に代表取締役であった

Aか らの依頼で取締役に就任す ることを承諾 し,取 締役会の議事録に必要であ

るとのことでAに 印を預けていた ところ,取 締役ならびに代表取締役の就任

登記がなされて しまったYの 責任が問われた事案で,代 表取締役就任 の登記

は正規の選任手続にもとついたものでないぼか りでな く,何 らYの 意思に も

とつかない ものであるとして,代 表取締役 としての責任を否定 し,取 締役とし

ての責任のみを問題 としている。 また,大 阪高判昭和55・10・28(判 夕440号

146頁)は,取 締役就任の登記がなされ,株 主総会 ・取締役会議事録にも取締

役としての記載があるYの 責任が問われた事案で,Yの 印鑑登録,取 締役就

任の登記,議 事録中のY作 成部分は訴外AがYに 無断で行った もので,Y

は20歳 になったばか りの学生であ り,Aか ら打ち明け られるまで自己が取締

役として名を連ねていたことを知 らなかったことが認められるとして,責 任を

否定し,東 京地判昭和56・10・30(判 時1045号126頁)は,責 任を問われた

Y、・Y2・Y3の うち,株 主総会議事録に取締役に選任され就任を承諾 した旨の

記載があ り,取 締役 として登記されていたY2・・Y3に ついては,議 事録の記載

29)下 級 審 判例 と しては,前 掲 ・東 京 地 判 昭和46・3・24,前 掲 ・前 橋 地 高 崎支 判 昭 和49

・12・26 ,後 掲 ・東 京 地判 昭和50・10・24,前 掲 ・大 阪 高判 昭和53・11・29,前 掲 ・

大 阪 高 判 昭 和56・7・9。
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および登記は代表取締役Y、 が勝手にしたもので あ って,Y2・Y3は これを

知 らなかった ことが認め られ,ま た虚偽登記の現出ないし存続についてY2・Y3

に帰責事由のあることが認められないとして,責 任を否定 している。

これに対 し,取 締役就任の登記または取締役の就任を具体的に承諾 していな

くても,不 実登記の効果を認めるものがある。 すなわち,浦 和地判昭和55・3・

25(判 時969『号110頁)は,A会 社の代表取締役Bの 任務解怠につき,取 締

役選任の手続お よび取締役に就任す ることを承諾 した事実もないのに,取 締役

就任の登記がなされていたYの 責任が問われた事案で,Yは 別のC会 社の

取締役就任を承諾するに際 し,A会 社の実質的経営者DにYの 印鑑証明書

一通 と実印を預けていた とい う事実を認定した うえ,「 とうていその必要 の 認

められない理由から更に一通の印鑑証明書の交付を要求され,こ れに疑問も抱

かずその真意を問いただす こともせず,… …軽々にこれを手渡 したとζろ,D

によってこれが利用 されて前記A会 杜の取締役選任に関す る議事録等が作成

され,登 記申請手続が行われた ものとみ られるのであるから,前 記A会 社の

取締役就任登記の現出についてYの 行為がこれに加功す る結果 を招いた もの

であ り,Yが 右不実の登記現出を知 らなかった としてもこれについて過失があ

った と認めるのが相当である。なお……Yは ……A会 社取締役就任登記がな

されていることを……知 らされ,… …Dに 対 し度々解任登記を求 め て い た

が,Dの 誠実性のない陳弁をたやす く受けいれ,結 局登記抹消に至 らない状態

をそのまま放置す る結果を招いたことが認められるg」 と判示 し,Yは 取締役

でないことをもって善意の第三者に対抗できない として,責任を肯定している。

以上 のように,不 実登記の出現に加功があったかどうかについては,な お,

印鑑証明書や印鑑の交付などの事実が問題 とされている。 しか し,取 締役の就

任 ・変更登記には前述のように就任承諾書を必要 とし,代 表取締役の場 合 に

は,就 任承諾書に印鑑証明書を添付 しなければならないが(商 業登記規則82条

2項),そ れ以外の取締役には,印 鑑証明書の添付は要求されていない。 したが

って,登 記簿上代表取締役 とされていない老については,印 鑑証明書を交付 し

ていた ことをもって,不 実登記の出現に加功 した とい うことと結びつけること
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はできない30)。印鑑の交付については,就 任承諾書や就任 ・変更登記 の添付書

面である株主総会 ・取締役会議事録(商 業登記法79条1項 。なお80条7号)

などに利用 されることにより,代 表取締役でな くても加功 した と認め られる場

合が考えられるが,そ れには,当 該登記手続 との関連で交付したことが 必 要

で,そ れ以外の場合7こは第三者による虚偽の申請 と同様に扱わなければならな

いであろう。

不実登記を放置 していた場合については,前 述り否定判例があげる,登 記簿

上の取締役が不実登記の存在を知 らなかったことは,適 用を否定する理由とは

ならない。 商法14条 は当事者の主観的要件について故意 と過失を 区別 してい

ないからである。 したがって,過 失で知 らずに放置 していた場合 も含 まれると

解すべきである31)。ただし,放 置の場合,不 実登記を是正しうるまたは是正す

べ き老が是正措置をとることを怠ってそのままに していたことが要求 され るか

ら,当 該登記の更正 ・抹消のため登記簿上の取締役にいかなる方法が残 されて

いるかが問題 となる。会社,具 体的には代表取締役であれば,不 実登記の更正

および抹消の申請権限を有する(商 業登記法107条 ・109'条)。そ こで,登 記簿

上の取締役は法律上の取締役ではないのでかかる方法をとることはできないに

しても,申 請権限を有す る代表取締役に就任登記の抹消を求める方法が考えら

れる。 もっとも,代 表取締役が欠けている場合には困難 となろう32)。代表取締

役が求めに応 じない場合には,株 主総会決議不存在確認の訴(商 法252条)を

提起 し,裁 判所 の嘱託による抹消(商 業登記法14条,非 訟事件手続法139条

7号)を 受け る方法が考えられるが33),こ の方法を とらないことをもって直ち

30)か かる指摘につ き,な お,米 沢 「判批」『判例評論』265号180頁,田 代 「判批」『金

融 ・商 事判例』608号58頁 。ただ し,こ れ らは,前 述の浦和地裁判決について14条

にい う過 失を認定す るのは酷であるまたは誤解であ ると理解 してい るようであるが,

過失 自体 は登記が不実 であることについて問題 とな るか ら,消 極的な意味での加功が

ない とみ るべ きであろ う。

31)な お,14条 の規定の うえか らは,前 掲 ・東京地判昭和31・9・10の ように重大な過失

に よる放 置の場合に限定す ることも必要ではない。

32)こ の場合 に,裁 判所 に仮代表取締役の 選任を求めるこ と(商 法261条3項 ・258条2

項)ま で必要 とするのは行き過 ぎであろ う。前掲 ・最 判昭和55・9・11に つ き,同 旨,

渋谷(光)「 解説」『月刊法学教室』8号99頁 。

33)登 記抹消に関す る訴訟については,な お,柳 州 ・前 掲書1G6頁,江 頭 ・前掲1346-47
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に 不 実 登 記 を 放 置 して い た とす る こ とは 行 き過 ぎ でな か ろ うか3の。

IV第 三 者 の 善 意

(1)商 法14条 は第三者がその登記された事項が不実であることについて善

意であ ることを適用要件 としているので,第 三者の主観的要件も一応問題 とな

る。この点につき,判 例は,同 条にい う 「善意 ノ第三者」は,不 実の登記事項

と同一の事項 について善意であれぽ足 りるとしてい る35)。窪た,学 説において

も,同条の善意とは登記 と事実 とが相違 していることを知 らないことをいい,不

実の登記を見て,そ れを真実であると信 じたことは必要ではない,と するのが

通説である36)。ただし,こ れには,登 記そのものを信頼する必要はないが,そ

の基礎の実体については,信 頼が存することが必要であるとの指摘がなされて

いる87)。

(2)第 三者が会社 と取引す るに際 し,誰 が取締役 とされているかを全 く知

らず,後 に登記な どで知ったとい う場合には,そ もそも外観に対す る信頼が欠

けているとい うべきである。 したがって,登 記簿上の取締役に不実登記の効果

を及ぼすためには,少 な くとも,そ の基礎の実体,す なわち取引時に登記簿上

の取締役が取締役であると信頼 していたことが必要とされ よう。 さら に い う

と,判 例 ・学説はたまたま登記を見て信頬 したか,他 の事情か らそう信 じたか

によって,第 三者が保護された りされなか った りす るのは妥当でないことを考

慮 しているのであろうが,14条 は登記簿への外観作出につき不利益な効果を帰

せしめようとする趣旨と解 されるか ら38),登 記を見ないで登記簿上の外観 と同

じことを真実 と信 じたことは,同 条によ り保護すべ き信頼にあたらないのでは

頁参照。

34)同 旨,米 沢 ・前掲181頁 。

35)前 掲 ・東京地判昭和31・9・10,高 松 高判昭和53・8・17金 融 ・商 事 判 例609号15

頁,東 京地判昭和57・4・16判 時1049号131頁 。

36)大 隅 ・前掲書284頁,服 部 ・前掲書488頁 。なお,第 三者の過失の有無は問題 となら

ない とす るのが通説 である(田 中 ・前掲書448頁,鴻 ・前掲書224頁)。

37)江 頭 ・前掲1348頁 。

38)一 般に禁反言則ない し外観法理に よれば,表 示への信頼を喚起 した者がその表示 の真

実性を否定で きな くなるのは,相 手方 たる被表示者が実際にその表示を真実 であると
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な か ろ うか39)。 も っ と も,裁 判 上 の 立 証 の 問 題 と して は,適 用 を否 定 す る老 が

登 記 を見 な か っ た こ との 立 証 責 任 を 負 うこ と にな ろ う。

Vお わ り に

(1)以 上のように,登 記簿上の取締役に商法14条 を媒介 として266条 ノ3

の責任を認めるには,そ の者が登記当事者 として不実登記の効果を受けるか,

具体的に不実登記への加功 ・放置があった といえるか,お よび,第 三者が不実

の事項につき善意であるか,の 点で疑問 となる場合が多い。さらに,学 説では,

株式会社の物的特質 と,株 式会社には人的会社の自称社員,自 称無限責任社員

の責任規定(商 法83条 ・159条)が 欠けていることを理 由に,表 見法理 と266

条 ノ3の 責任を結びつけることに対 して批判がなされているが40),代 表権の所

在にかかわ らな い取締役の氏名は,登 記事項 として会社の取引の相手方に公示

す る必要性はあま り考えられないか ら4D,登 記簿上の取締役のうち,代 表権の

ない取締役とされている者に登記が存することを理由に責任を認めることは,

登記の必要性の点か らも問題 となろ う42)。

他方,株 式会社であっても,登 記簿上の取締役が存在している小規模会社 と

取引す る者に とっては,実 際上,財 産的基礎が脆弱なために,取 締役個人の資

力や名声も信頼の基礎 とな っていることが少な くないので,小 規模会社 と取引

する第三老を保護す る必要性は無視できない。 また,正 規の選任手続さえ経て

信 じて行為 し,そ の結果 として不利益な地位の変更を生 じた場合であると解 されてい

る(伊 沢 『表示行為の公信力』(昭 和11年)54頁,75-76頁,加 藤 「レヒッシャイ ン

法理につ いて」『北大法学』5巻57頁 以下,喜 多 「商業登記の レヒツシ ャイソ」『商学

討究』5巻1号15頁)。

39)し たがって,第 三者が登記その ものを見てそ の事項を知 りかつ真実である ことを信ず

ることまで必要 としない ことを前提に,申 請義務者以外 の者への14条 の拡張 ・類 推

を否定す る見解(今 井 ・前掲18頁)は,こ の点か らは疑 間とな る。

40)塩 田=吉 川 ・前掲書6-7頁 。

41)昭 和37年 の商法改正に際 し,代 表取締役以外 の取締役の登記 は廃止す べぎ もめと 考

えられていたが,ま った く廃止す るのは商法が取締役会を認めてい ることか ら行 き過

ぎであるとい う考 え方 もあって,取 締役については氏名のみが登記事項 として残 され

た とのことである(こ の点につ き,上 田(明)『 改正会社法 と計 算規則』(昭 和39年)

36頁)。

42)こ の点につき,な お,今 井 ・前掲19頁 。
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いれば,あ るいは当事者が選任手続を経て選任されたかどうかを争 わ な け れ

ば43),た とえ名 目的な者であっても266条 ノ3の 責任が認められることと,均

衡を失することも問題 となる。そこで,選 任決議を欠 く取締役に第三者に対す

る責任を課すためには,商 法14条 を介す るのではなく,別 の理論構成が必要

とな る よ うに 思 わ れ る44)。な お,再 考 を期 した い 。

(2)本 稿 に 関連 し ては,さ ら に,取 締 役 を 辞 任 した が そ の辞 任 の 登 記 が な

さ れ て い な い 者 に266条 ノ3の 責 任 を課 す こ とが で ぎ る か,が 問 題 と さ れ よ

う。 また,登 記簿上の取締役に266条 ノ3の 責任を課す うえでは,そ の者に任

務慨怠があるか,悪 意 ・重過失があるか,任 務解怠 と第三者の損害 との問に因

果関係があ るか,が 当然に闇題 となる。 これらについては,後 日に検討の機会

を もち た い。

、

43)取 締役 は一般的監視義務を 負 うことを認めた最判 昭和48・5・22民 集27巻5号655

頁は,創 立総会 ・株主総会を開いた ことがな く,正 式 な取締役会 も開いたこ とがなか

った と認定 されているに もかかわらず,か か る事実 を とくに聞題 とす ることな く%6

条 ノ3の 責任を認めた原審判決(東 京 高判昭和46・4・30判 時643号87頁),を 正当

として是認 している。

44)商 法14条 を介す ることなく,第 三者に対す る関係で取締役に就任 してい ると 評価 さ

れ るべ き者はすべて取締役 としての責任を負 うとす る見解 として,竹 内 『判例商法

1』(昭 和51年)294頁 以下,同 「判批」 『ジュリス ト』665号133-134頁,伊 沢(和)

『商法(総 則 ・商行為)判 例百選』33頁,阪 埜 「判批」 『金融 ・商事判例』579号52

頁があ る。


